
第３８回鴨川市史編さん委員会会議録

１ 日 時 平成 29年 6月 28日（水）
午前 11時～午後 3時

２ 場 所 鴨川市文化財センタ－学習室

３ 出席委員 4名（欠席なし）
中嶋八良・小谷善親・佐藤惠重・高林直樹

４ 事務局 生涯学習課長 黒野 雅典

文化振興室長 石川 丈夫

主査 高橋 誠

５ 傍聴者 なし

 
６　本日の協議事項

　（１）平成 28年度事業報告について
　（２）平成 29年度事業計画(案)について
　（３）『西条のあゆみ』の校閲について

　（４）次回会議の公開又は非公開について

開 会 午前 11時
（１）事務局は、全委員出席のもと会議を開会する旨を告げ、公開の会議だが傍聴

の申込はなかった旨を報告。

（２）委員の委嘱状交付を行った。

（３）黒野雅典生涯学習課長よりあいさつを行った。

（４）事務局より日程・資料の説明を行った。

（５）任期満了後、初の会議のため、委員長・副委員長の選任を行った。

委員長は中嶋八良委員、副委員長は小谷善親委員に決定。

議 事

事務局は、議長は鴨川市史編さん委員会設置条例第 5条第 1項の規定により、
中嶋委員長に願う旨を告げた。

会議録署名委員の指名

（１）議長は、会議録署名人の指定について諮る旨を告げた。

（２）議長は、鴨川市附属機関等の会議の公開に関する実施要領第 7の 3（会議録
の作成）により議長の指名で、全員異議なく次の委員を選定、承認された旨を

述べた。

佐藤 惠重 委員



議事の説明

議長は、議事「（1）平成 28年度事業報告について」を議題とする旨を告げ、
事務局に説明を求めた。

議事(1)については、高橋主査が報告と説明をした。

協議

議長は、これより議事（1）について質疑及び意見を求めた。

議長は、ほかに質疑・意見を求めたが無く、議事「（1）平成 28年度事業報
告について」は、協議のとおり決した旨を述べた。

議事の説明

議長は、議事「（2）平成 29年度事業計画(案)について」を議題とする旨を
告げ、事務局に説明を求めた。

議事（2）については、高橋主査が説明をし、石川室長が補足をした。

協議

議長は、これより議事（2）について質疑及び意見を求めた。

佐藤委員 ・あゆみに関する解説講座を行う予定はあるか。

事務局 ・実績では、あゆみを発行していない年に解説講座を実施してきまし

たので、来年に吉尾のあゆみの解説講座を検討しています。

議長は、ほかに質疑・意見を求めたが無く、議事「（2）平成 29年度事業計
画(案)について」は、協議のとおり決した旨を述べた。

議事の説明

議長は、議事「（3）『西条のあゆみ』の校閲について」を議題とする旨を告
げ、事務局に説明を求めた。

議事（3）については、高橋主査が説明をした。

協議

議長は、これより議事（3）について質疑及び意見を求めた。

議長 ・委員も変わったので、校閲・協議の仕方について再確認したい。今



までどおりでよいか。

全委員 ・特に問題なし。

高林委員 ・「頃」「時」をヒラガナにするか、漢字のままでいくか。

佐藤委員 ・今まではばらばらだった。

議長 ・『鴨川町のあゆみ』はヒラガナ。

佐藤委員 ・ヒラガナで統一しましょう。

高林委員 ・津辺遺跡から土偶が出てきたと『鴨川のあゆみ』にはあるが、事実

なら載せた方がよい。

事務局 ・根拠は不明。

佐藤委員 ・確かなら載せる。要確認。

高林委員 ・「実る」の後に「の」が抜けている。

小谷委員 ・天武朝の後に「の」を入れたほうがよい。

議長 ・安房と長狭は、他の地域の人は読めない。カナをふった方がよい。

議長は、ここで会議を一時休憩とする旨を告げた。

休憩：午後 12時 05分から午後 12時 50分まで。

議事の説明

議長は、会議の再開を告げ、質疑及び意見を求めた。

佐藤委員 ・八郷の名称にはカナをふる。

佐藤委員 ・奉幣使には括弧書きで解説を入れる。

高林委員 ・おおよそ意味はわかるでしょう。調べると思う。

佐藤委員 ・「庤」「神庤」とあるが、このままでよいか。

高林委員 ・カナを「庤」にふれば意味がとれる。

佐藤委員 ・「朝夷南郡」は、「朝夷北郡」もあるかもしれないので、確認する。

高林委員 ・わからなければそのまま。

小谷委員 ・「上人」は、「聖」か「上」か。

佐藤委員 ・教科書にならって、カットすることで統一する。

高林委員 ・日蓮の蓮の字は、「辶」なので修正。

高林委員 ・日蓮誕生地は、断定できないのか。

事務局 ・『天津小湊町史』でも断定していない。

佐藤委員 ・小湊地区なのは間違いないので、そこだけ言い切る。

佐藤委員 ・「是聖房」のカナはどうするか。

高林委員 ・ネットでは「ぜしょうぼう」。

議長 ・間違っているといけないので、判断できないものはふらない。

高林委員 ・「成仏」というと、別の宗派に聞こえるので「人々救済」としたほう



がよい。

佐藤委員 ・「青蓮房」をどうするか。

高林委員 ・ここも推定だが、断定するかどうか。

議長 ・わからないものはそのままで。

佐藤委員 ・日蓮と名乗ったのはいつ頃？

事務局 ・建長５年頃と言われています。

佐藤委員 ・「名を改め」にして、時系列に合わせ、一つ前の文に移動させる。

佐藤委員 ・「また」「花房郷蓮華寺に一時滞在している」を挿入する。

佐藤委員 ・日蓮のところは、最終的にもう一度整理します。

高林委員 ・小松原法難にカギ括弧を入れる。

高林委員 ・「風宮山」の読みは？

佐藤委員 ・「カザミヤヤマ」だと思うが、確証はない。

事務局 ・読みを確認する。

高林委員 ・東条氏の館は宝性寺では？ 『東条のあゆみ』では断定している。

佐藤委員 ・中台に設けたという伝承があった。近年の発掘調査で屋敷と思われ

る跡が発見されている。

高林委員 ・地名が数多く出てくるので、位置図を示せれば。

事務局 ・城跡地図はあるので用意します。

議長 ・「山之城」は何と読む？

佐藤委員 ・ヤマノジョウ？ ヤマノシロ？ わからないのでふらない。

議長 ・同名の人物がおり、正木氏についてわかりにくい。

佐藤委員 ・別人物だが、読んでいると混乱する。わかりやすいよう変更します。

高林委員 ・系図があれば。

佐藤委員 ・図を挿入しましょう。

事務局 ・用意します。

議長 ・「不作地」だと何もとれないように聞こえる。

佐藤委員 ・簡単に「土地」にします。

高林委員 ・「一貫目」がどのくらいかわからないと意味がとれない。

事務局 ・正確にはわからないが、後には２石で計算されている。

佐藤委員 ・「（約２石）」と付け足します。

議長 ・鴨川富士は昔は違う言い方だった。

佐藤委員 ・今は案内板も「鴨川富士」になっている。

佐藤委員 ・「安堵」の説明は加える。

小谷委員 ・「小幡」の地名は今は使っていない。どうするか。

佐藤委員 ・「(大幡)」と入れておく。

佐藤委員 ・「逆修」の説明は加える。

議長 ・「蔵入地」の意味がわからないのでは。

佐藤委員 ・説明を加える。



佐藤委員 ・村名にはカナをつけます。

佐藤委員 ・「伯耆国」には鳥取県を付け加える。

小谷委員 ・「下堀込村」の場所はどこか。

佐藤委員 ・確認します。

佐藤委員 ・最後に、長狭郡は、重臣の領地が多かったことを追加します。

議長は、ほかに質疑・意見を求めたが無く、議事「（3）『西条のあゆみ』の
校閲について」は、協議のとおり決した旨を述べた。

議事の説明

議長は、記事「(4)次回会議の公開又は非公開について」を議題とする旨を告
げ、事務局に説明を求めた。

議事（4）については、高橋主査が説明をした。
・平成 29年 10月頃に第 39回市史編さん委員会を予定している。
・内容は、『西条のあゆみ』の校閲について、次回会議の公開又は非公開につ

いて、である。

以上のような次第で、あえて非公開としなければならないような内容ではないと

思う旨を述べた。

協 議

議長は、これより、議事（4）について質疑及び意見を求めた。

全委員 ・公開で良いだろう。

議 決

議長は、議事「（4）次回会議の公開又は非公開について」は、「公開」とする
ことに委員全員の賛成をもって決した旨を告げた。

議長は、以上で議事を終了した旨を告げた。

事務局は、その他について意見を求める旨を告げたが、意見なく、本日の日程は全

て終了したので、第 38回鴨川市史編さん委員会会議の閉会を宣した。

閉 会 午後 3時

以上会議の顛末を記し、その相違ないことを証するためここに署名する。



平成 29年 8月 4日

署 名 委 員

委 員 佐藤 惠重


